
1 令和6年11月13日（水曜日） （第18185号）東　京　都　公　報

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
五
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す

る
予
定
で
あ
る
の
で
告
示
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
十
三
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

解
除
を
予
定
す
る
保
安
林
の
所
在
場
所

小
笠
原
村
父
島
字
釣
浜
一
三
番
及
び
字
奥
村
一
三
六
番
か
ら
一

四
〇
番
ま
で

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

公
衆
の
保
健

三　

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

告
　
　
　
示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
八
十
三
号

次
の
施
設
に
つ
い
て
、
個
人
演
説
会
等
を
開
催
で
き
る
施
設
と
し

て
の
指
定
を
取
り
消
し
た
旨
、
報
告
が
あ
っ
た
。

令
和
六
年
十
一
月
十
三
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

目

次

一

公
聴
会
を
行
う
日
時

令
和
六
年
十
一
月
二
十
一
日
（
木
曜

日
）
午
後
二
時
か
ら

二

公
聴
会
を
行
う
場
所

東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十
一
階
十
一
Ｂ

会
議
室

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

三

書
面
の
提
出
先

東
京
都
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
調

整
課
審
査
担
当
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁

舎
三
階
）

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話
〇
三
（
五
三
八
八
）
三
三
三
四

四

公
聴
会
を
行
う
理
由

次
の
建
築
許
可
を
す
る
た
め

建
築
主
住

所
氏
名

千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
九
番
二
号

三
菱
地
所
レ
ジ
デ
ン
ス
株
式
会
社

千
代
田
区
大
手
町
二
丁
目
三
番
二
号

住
友
商
事
株
式
会
社

中
央
区
京
橋
三
丁
目
七
番
五
号

近
鉄
不
動
産
株
式
会
社

建
築
敷
地

北
区
赤
羽
台
一
丁
目
一
番
地
三
十
六
ほ
か

地
域
地
区

等

第
一
種
住
居
地
域
、
第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地

域
、
商
業
地
域
、
近
隣
商
業
地
域
、
防
火
地
域
、

準
防
火
地
域
、
赤
羽
台
周
辺
地
区
地
区
計
画
、
第

二
種
高
度
地
区
及
び
第
三
種
高
度
地
区

申

請

の

概

要

工
事
種
別

及
び
用
途

新
築

共
同
住
宅
、
自
動
車
車
庫
、
自
転
車
駐
車
場
、
飲

食
店
、
診
療
所
、
事
務
所
及
び
ス
ポ
ー
ツ
の
練
習

場

敷
地
面
積

約
一
三
、
七
六
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

建
築
面
積

約
七
、
八
四
一
平
方
メ
ー
ト
ル

延
べ
面
積

約
六
〇
、
一
九
一
平
方
メ
ー
ト
ル

構
造
及
び

階
数

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
一
部
鉄
骨
造
ほ
か

地
上
二
十
九
階
地
下
二
階
ほ
か

高
さ

一
〇
二
・
二
四
メ
ー
ト
ル
ほ
か

適
用
条
文

建
築
基
準
法
第
四
十
八
条
第
五
項
た
だ
し
書

告
　
　
　
示

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
意
見
の
聴
取
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
調
整
課
）…	

一

○
保
安
林
の
指
定
解
除
予
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
…
…
…（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
森
林
課
）…	
一

告
　
　
　
示
（
選
）

○
個
人
、
政
党
及
び
政
党
等
演
説
会
場
の
指
定
取
消
し
…
…
…
…	

一

告
　
　
　
示

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
五
十
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
八
条

第
五
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
公
開
に
よ
る
意
見
の
聴
取

（
以
下
「
公
聴
会
」
と
い
う
。
）
を
行
い
ま
す
。

な
お
、
公
聴
会
で
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
公
聴
会

の
期
日
の
三
日
前
ま
で
に
、
知
事
に
対
し
、
意
見
の
要
旨
並
び
に
住

所
、
氏
名
及
び
当
該
公
聴
会
の
事
由
と
な
る
処
分
に
つ
い
て
の
利
害

関
係
を
記
し
た
書
面
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
六
年
十
一
月
十
三
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

▷

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）
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発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

円

一
箇
月

円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所
電
話

〇
三（
五
二
七
六
）〇
八
一
一（
代
）
郵便番号
１０１―００５１

三

鈴

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
千
代
田
区
神
田
神
保
町
二
丁
目
三
十
二
番
地
一

三
〇

六
、
六
〇
〇

報告年月日 区市町村選挙管理委員会名 施設の名称 所在地

令和６年10月２日 八王子市選挙管理委員会 八王子市戸吹会館 八王子市戸吹町168番地５

令和６年10月２日 八王子市選挙管理委員会 八王子市横山市民集会所 八王子市並木町15番15号


